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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 者 に よ っ て 操 作 さ れ る 操 作 部 と 、 該 操 作 部 の 操 作 に 伴 い 進 行 さ れ る 遊 技 状 況 を 遊 技
者 に 視 認 可 能 と す る 透 視 窓 部 と を 前 面 部 に 備 え る と と も に 、 可 聴 音 を 出 力 す る 可 聴 音 発 生
装 置 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 遊 技 者 に よ り 前 記 前 面 部 に 加 え ら れ る 振 動 を 検 出 す る 振 動 検 出 手 段 と 、
　 該 振 動 検 出 手 段 の 振 動 検 出 結 果 に 基 づ い て 、 所 定 の 警 告 音 を 報 知 す べ く 前 記 可 聴 音 発 生
装 置 を 制 御 す る 報 知 制 御 手 段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

前 記 報 知 制 御 手 段 は 、 前 記 振 動 検 出 手 段 か ら の 前 記 振 動 検 出 結 果 の 入 力 回 数 が 所 定 時 間
内 に 所 定 回 数 以 上 と な っ た か 否 か を 判 定 し 、 所 定 回 数 以 上 の 場 合 は 、 所 定 回 数 未 満 の 場 合
よ り も 警 告 性 の 強 い 警 告 音 を 出 力 す る よ う に 前 記 可 聴 音 発 生 装 置 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 報 知 制 御 手 段 は 、 前 記 振 動 検 出 結 果 に 基 づ い て 振 動 の 強 度 が 所 定 の 値 以 上 で あ る か
否 か を 判 定 し 、 振 動 の 強 度 が 所 定 の 値 以 上 で あ る 場 合 は 、 所 定 の 値 未 満 の 場 合 よ り も 警 告
性 の 強 い 警 告 音 を 出 力 す る よ う に 前 記 可 聴 音 発 生 装 置 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

遊 技 者 に よ っ て 操 作 さ れ る 操 作 部 と 、 該 操 作 部 の 操 作 に 伴 い 進 行 さ れ る 遊 技 状 況 を 遊 技
者 に 視 認 可 能 と す る 透 視 窓 部 と を 前 面 部 に 備 え る と と も に 、 可 聴 音 を 出 力 す る 可 聴 音 発 生
装 置 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 遊 技 者 に よ り 前 記 前 面 部 に 加 え ら れ る 振 動 を 検 出 す る 振 動 検 出 手 段 と 、
　 前 記 振 動 検 出 手 段 の 振 動 検 出 結 果 に 基 づ い て 、 所 定 の 警 告 音 を 報 知 す べ く 前 記 可 聴 音 発
生 装 置 を 制 御 す る 報 知 制 御 手 段 と
を 備 え 、
　 該 報 知 制 御 手 段 は 、 前 記 振 動 検 出 結 果 に 基 づ い て 振 動 の 強 度 が 所 定 の 値 以 上 で あ る か 否



【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

(2) JP 2005-137394 A5 2006.12.21

か を 判 定 し 、 さ ら に 前 記 振 動 検 出 手 段 か ら の 振 動 検 出 結 果 の 入 力 回 数 が 所 定 時 間 内 に 所 定
回 数 以 上 と な っ た か 否 か を 判 定 し 、 判 定 の 結 果 、 振 動 の 強 度 が 所 定 の 値 以 上 で あ れ ば 前 記
入 力 回 数 に 関 係 な く 最 も 警 告 性 の 強 い 第 １ 警 告 音 を 出 力 す る よ う に 、 振 動 の 強 度 が 所 定 の
値 未 満 で あ っ て 且 つ 前 記 入 力 回 数 が 所 定 回 数 以 上 の 場 合 に は 前 記 第 １ 警 告 音 よ り も 警 告 性
の 弱 い 第 ２ 警 告 音 を 出 力 す る よ う に 、 振 動 の 強 度 が 所 定 の 値 未 満 で あ っ て 且 つ 前 記 入 力 回
数 が 所 定 回 数 未 満 の 場 合 に は 前 記 第 ２ 警 告 音 よ り も 警 告 性 の 弱 い 第 ３ 警 告 音 を 出 力 す る よ
う に 前 記 可 聴 音 発 生 装 置 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

遊 技 を 統 括 管 理 す る 主 制 御 手 段 と 、 該 主 制 御 手 段 の 補 助 的 な 役 割 を 果 た す 副 制 御 手 段 と
を 備 え 、 該 副 制 御 手 段 が 前 記 報 知 制 御 手 段 を 備 え 、 前 記 振 動 検 出 手 段 の 振 動 検 出 結 果 が 前
記 主 制 御 手 段 を 介 さ ず に 前 記 副 制 御 手 段 に 直 接 出 力 さ れ る 構 成 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 前 面 部 に お い て 前 方 に 突 出 す る よ う に 設 け ら れ 遊 技 に 使 用 さ れ る 遊 技 球 を 貯 留 す る
球 受 け 皿 を 備 え 、 当 該 球 受 け 皿 に 前 記 振 動 検 出 手 段 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃
至 ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 操 作 部 が 操 作 ハ ン ド ル で あ り 、 さ ら に 前 記 透 視 窓 部 を 介 し て 視 認 さ れ る 遊 技 領 域 を
備 え 、 前 記 操 作 ハ ン ド ル が 前 記 前 面 部 の 左 右 一 方 に 位 置 す る 構 成 と し 、 そ の 他 方 に 前 記 振
動 検 出 手 段 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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